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Ⅰ 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科募集要項 

 
１． 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

 

≪教育理念・目標≫ 

連合創薬医療情報研究科は，創薬と医療情報をテーマとして先進的な生命科学を学術基盤とすることに

より，薬学，医学，工学などの異種学問領域を連携統合した教育研究を推進します。こうした取り組みを

通して，高度な専門性と先見性，柔軟な発想を有し，次世代の医療，医学，生命科学を担う最先端の領域

で活躍できる高度専門職業人の育成を目指します。 

≪求める学生像≫ 

・創薬に関する高度な専門的知識の修得と研究の推進に対して高い意欲を持っている人。 

・個別化医療を展開するために必要となる実践的な研究領域を開拓しようとする強い気概がある人。 

・国際的な視野のもとで自らの研究を位置づけ，世界に研究成果を発信していく意欲がある人。 

・安全・安心な医療の提供に求められる高度専門知識の修得と研究推進に高い意欲を持っている人。 

・自らの研究成果を社会の要請に応じて積極的に実用化する気概を持っている人。 

≪入学者選抜の基本方針≫ 

研究（希望）計画書，学業成績証明書，修士論文等要旨，研究業績調書及び面接・口頭試問により，専

門的知識の修得と研究推進に対する意欲の高さや実践的な研究領域の開拓への気概の強さなどを評価し，

総合的に合否を判定します。 

 

 

 ２．修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
 
   連合創薬医療情報研究科は，創薬と医療情報というテーマの下に岐阜大学と岐阜薬科大学が連合し，薬

科学，医科学，工学の３種類の博士の学位授与を可能とする教育・研究を推進しています。本研究科では，

修了時までに厳格な単位認定・学位審査を行い，以下のような専門的能力を備えた高度専門職業人を育成

します。 
１．創薬・医療情報に関する分野の高度専門知識とその運用能力。 
２．創薬・医療情報分野の研究課題を設定し，解析・検証し，応用する能力。 
３．研究課題を学会等で発表・討論し，国際学術論文として完成する能力。 
４．適切なコミュニケーションにより，リーダーシップと協調性を発揮する能力。 
５．正しい生命および研究者倫理観に基づいて行動し，研究を推進する能力。 
 
 

３．募集人員 

 

令和８年度 

専 攻 名 募 集 人 員 
創 薬 科 学 専 攻 若干名 
医 療 情 報 学 専 攻 若干名 

計 若干名 

 

※1「社会人」とは，現在職業を有していて，入学後も引き続きその職務に就く予定の者をいいます。 
以下同じ。 

 ※2「外国人留学生」とは，日本国籍を有せず，「留学」の在留資格で本研究科へ入学する者をいいます。 
以下同じ。 
 
 
 

４．入学時期・出願資格 

 

※募集人員には，社会人※1

及び外国人留学生※2を若

干名含みます。 
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≪入学時期≫ 

   令和８年度入学者選抜試験（３次） ：令和８年４月または令和８年１０月 

 

≪出願資格≫ 

本研究科に出願することができる者は，次の各号のいずれかに該当する者及び下記期日までに該当する

見込みの者とします。 

 

令和８年４月入学希望者  ：令和８年３月末日まで 

令和８年１０月入学希望者 ：令和８年９月末日まで 

 

（１）修士の学位又は専門職学位を有する者 
（２）外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者 
（４）我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

（５）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法律

第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国

際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

（６）外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基準

（昭和４９年文部省令第２８号）第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士 

  の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

（７）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

   「平成元年告示第１１８号（抄）平成２４年３月１４日最終改正：大学を卒業し，又は外国において

学校教育における１６年の課程を修了した後，又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学校教育における１６年間の課程を修了した後，大

学，研究所等において，２年以上研究に従事した者」 

で，本研究科において，当該研究の成果等により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると

認めた者 

（８）本研究科において，個別の出願資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者で，２４歳に達した者及び上記期日までに２４歳に達する者 

  対象となる者：短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校の卒業者や外国大学日本分校，外国人学

校等の卒業者等で，本研究科における個人の能力の個別審査により，修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者 

 ※「出願資格 (７)又は (８)」で出願を希望する者は，以下の「５．出願資格の認定」を御覧ください。 

  

 

５．出願資格の認定 

 

（１）「出願資格（７）又は(８)」に該当する者は，出願の前に出願資格認定（第７号認定者又は第８号認

定者）が必要となりますので，次の書類を提出してください。 

１）岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科出願資格認定申請書（履歴書含む）（様式６） 

２）大学の卒業（卒業見込）証明書又は最終学歴の卒業（修了）証明書 

３）研究業績調書（様式７） 

４）公表論文等の写し（全国レベルの学会又は学会誌に研究成果を公表したもの） 

５）ＴＯＥＦＬ又はＴＯＥＩＣ等の成績証明書 

 

（２）「出願資格（７）」に該当する者は，さらに次の書類を提出してください。 

１）研究歴を証明する書類（在籍した全ての企業等からお取り寄せください。） 

    ・大学の研究生としての経歴がある者は「研究生在籍証明書」（在籍期間が記載されたもの。） 



－4－ 

    ・社会人の者は「在職証明書」（在職期間及び所属が記載されたもの。） 

 

（３）「出願資格（８）」に該当する者は，さらに次の書類を提出してください。 

  １）大学の単位修得成績証明書又は最終学歴校での学業成績証明書 

２）研究指導教員又はそれに準ずる教員等の推薦書（様式任意） 

 

（４）提出期間と結果通知 

申請書提出期間 出願資格審査予定日 認 定 結 果 

令和 7年 10 月 24 日（金）～10月

28 日（火）17時（必着） 
令和 7年 12 月 4 日（木） 

令和 7年 12 月 18 日（木）に本

人に通知します。 

  注）・郵送する場合は，「簡易書留」とし，封筒の表の左側に「資格認定書類在中」と朱書きしてください。 

・ＴＯＥＦＬ又はＴＯＥＩＣ等外部機関の試験を受験していることが必要です。 

・出願資格審査のため面接（口頭試問を含む）を実施します。 

・面接（口頭試問を含む）の時間，場所については，「出願資格認定申請書」受理後に連合創薬係か

らお知らせします。 

 

（５）提出先及び問合せ先 

〒501-1194 岐阜市柳戸１番１ 

岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科（担当：連合創薬係） 

     TEL : (058)-230-7602  

 E-mail: renso@t.gifu-u.ac.jp 
 

（６）「出願資格（７）」に該当する者について，以下例示しますので参考にしてください。 

1)大学の教員，国公私立研究所の研究員（常勤）であって２年以上の研究歴を有すること。 

2)大学附属病院又は研究所がある病院の臨床検査技師，診療放射線技師，薬剤師，その他の医療職員

（常勤）であって２年以上の研究歴を有すること。 

3)2)以外の医療機関の臨床検査技師，診療放射線技師，薬剤師その他の医療職員（常勤）であって大

学の研究生として２年以上の経歴を有すること。 

4)企業等に勤務し，企業の研究開発担当部門で専ら研究に専念して２年以上の研究歴を有すること。 

5)企業等に勤務し，大学の研究生として２年以上の経歴を有すること。 

6)医師，歯科医師，獣医師（常勤），薬剤師（常勤）であって２年以上の研究歴を有すること又は大

学の研究生として２年以上の経歴を有すること。 

 

     該当するかどうか不明な場合や，６年課程学部の卒業（卒業見込含む）者で，「出願資格（７）」に

該当しない場合は，事前に（５）の問合せ先に御連絡ください。 

 

 

６．障がい等のある者の出願にあたっての事前相談 

 

   本学では，障がい等のある志願者が，受験上において不利となることがないよう必要な配慮を行ってお

り，そのための相談を次のとおり受け付けています。 

相談の内容によっては対応に時間を要することがありますので， できるだけ早く相談してください。 

 

 （１）相談の期限 

    令和７年１２月１日（月）１７時まで 

 

注：日常生活においては，ごく普通に使用されている補聴器，松葉杖，車椅子等を使用して受験 

する場合も，試験場設定や他の配慮との関係から受験上の配慮として申請が必要です。 

なお，事前相談は，障がいのある志願者に本学の現状をあらかじめ知っていただき，受験に関して，

よりよい方法及び在り方を模索するためのもので，入試結果の判定において不利になることはありませ
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ん。 

 

 （２）相談の方法 

    本研究科所定の用紙「障害者等受験上の配慮申請書」に医師の診断書又は身体障害者手帳（写）を添

付し，連合創薬係に提出してください。 

    必要な場合には，志願者又は関係者との面談等を行うことがあります。 

 

 （３）本研究科所定の用紙の請求方法 

    郵便で障害者等受験上の配慮申請書の用紙を請求する場合は，封筒の表に「障害者等受験上の配慮申

請書請求」と朱書きし， 返信用封筒（長形３号封筒（縦23.5cm×横12.0cm））を同封し，以下へ送付

してください。 

同封の返信用封筒には，あなたの住所，郵便番号，氏名（宛名）を明記してください。返信用封筒は

折りたたんで構いません。 

なお，用紙は，本研究科のホームページからダウンロードすることもできます。 

 

     〒501-1194 岐阜市柳戸１番１ 

岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科（担当：連合創薬係） 

     TEL : (058)-230-7602 

        

 （４）相談の期限後に生じた不慮の事故等による場合 

   相談の期限後に不慮の事故等により障がいを有することとなった場合は，その際に相談してください。 

 

 

７．出願手続 

 

（１）出願方法 

「インターネット出願サイト」で出願内容の登録・検定料の支払いを行った後，書類受理期間内に書類

を提出してください。出願方法は，別添の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。 

 

（２）提出書類 

【志願者全員が提出するもの】 

提 出 書 類 提出書類についての補足説明 

① 出願書類提出用宛名シート 
検定料支払い後，インターネット出願サイトから出力できます。 

A4 用紙に片面カラー印刷した「出願書類提出用宛名シート」を市販の

角形 2 号の封筒に貼付し，提出書類を封入してください。 

② 入学志願票 
検定料支払い後，インターネット出願サイトから出力できます。 

A4 用紙に片面カラー印刷をしてください。 

③ 履歴書（様式１）(様式２) 
・日本人志願者の者は，(様式１)を提出してください。 

・外国人留学生の者は，(様式２)を提出してください。 

④ 研究（希望）計画書（様式３）  

⑤ 類型該当性の自己申告書 
（様式８）（様式９） 

「１２．「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸

出」管理の明確化について」を参照してください。 

・日本人志願者の者は，(様式８)を提出してください。 

・外国人留学生の者は，(様式９)を提出してください。 

 
 

【志願者の中で該当する方のみが提出するもの】 

提 出 書 類 提出書類についての補足説明 

① 修了証明書 博士前期(修士)課程を修了した者は提出してください。 

② 修了見込証明書 博士前期(修士)課程を修了見込みの者は提出してください。 

③ 出願資格認定通知書 第７号認定者又は第８号認定者は提出してください。 

④ 学業成績証明書 博士前期(修士)課程を修了又は修了見込みの者及び第７号認定者は，
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学部及び大学院のものを提出してください。 

（第８号認定者は再度提出する必要はありません。） 

⑤ 修士論文要旨（様式４） 博士前期(修士)課程を修了又は修了見込みの者は提出してください。 

⑥ 検定料 

30,000 円 

 

令和 8年 3月または令和 8年 9月に本学又は岐阜薬科大学の博士前

期（修士）課程を修了見込みの者で，引き続き本研究科に進学する者

及び国費外国人留学生※3 は不要です。それ以外の者はお支払いくだ

さい。 

 

（検定料免除対象者） 

１）連合創薬係に，検定料免除対象であることをメールでお知らせ

ください。 E-mail: renso@t.gifu-u.ac.jp 

２）連合創薬係で確認後，パスワードを送付します。 

３）「インターネット出願サイト」中の『検定料について』におい

て，『該当する』にチェックしてください。 

４）２）で送付されたパスワードを入力してください。 

 

（災害により被災した入学志願者の検定料免除について） 

岐阜大学では，大規模自然災害により被災した入学志願者に対し

て，検定料免除の特別措置を行います。 

詳細は岐阜大学のホームページ（https://www.gifu-u.ac.jp）を参

照してください。該当者は予め所定の期日までに所定の書類を提出し

てください。 

⑦ 受験承諾書（様式５） 社会人の者は，当該所属長が作成したものを提出してください。 

⑧ 
研究業績調書（様式７） 社会人の者は提出してください。（第７号認定者及び第８号認定者は

再度提出する必要はありません。） 

⑨   
在留カード又は「短期滞在」
査証（写し） 

この出願時において，日本に滞在している外国人※4 の志願者は提出

してください。 

⑩ 
ＴＯＥＦＬ又はＴＯＥＩＣ等
の成績証明書 

ＴＯＥＦＬ又はＴＯＥＩＣ等外部機関の試験を受験している者は提

出してください。（第７号認定者及び第８号認定者は再度提出する必

要はありません。） 

 
注）出願手続前に，あらかじめ希望する指導教員予定者と諸事項について事前相談を行ってください。 

  ※3「国費外国人留学生」とは，出願時に，入学後の国費外国人留学生としての身分が確約されている者
をいいます。入学後の申請によって国費外国人留学生の身分を取得希望の者は含まれません。 

    なお，入学後の国費外国人留学生の身分が証明されるもの（文部科学省への延長申請中の書類等）を
提出してください。 

 
  ※4「外国人」とは，日本国籍を有せず，現在いずれかの在留資格で日本に滞在している者をいいます。 
 

（３）出願登録・書類受理期間及び時間 

 

出 願 登 録 期 間 備        考 

令和 7年 12 月 16 日（火）～12月 24 日（水） 

13 時まで 

左記期間までに「インターネット出願サイト」の

出願登録・検定料の支払いを完了させてくださ

い。 

 

書 類 受 理 期 間  備        考 

令和 7年 12 月 19 日（金）～12月 24 日（水）

持参の場合の受付は，各日とも 9 時から 17

時までとします。 

郵送の場合は，令和 7 年 12 月 24 日（水）必着と

します。 

  注）・提出書類の内容変更は認めません。受理した出願書類等は返還しません。 

   ・持参，郵送どちらの場合も，封筒に出願書類提出用宛名シートを貼付し，提出書類を封入してくだ
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さい。 

   ・郵送する場合は，「簡易書留速達郵便」としてください。 

 

（４）提出先及び問合せ先 

〒501-1194 岐阜市柳戸１番１ 

岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科（担当：連合創薬係） 

     TEL : (058)-230-7602 

 E-mail: renso@t.gifu-u.ac.jp 
 

 

８．入学者選抜方法 

 

面接及び書類審査（研究（希望）計画書，学業成績証明書，修士論文要旨， [社会人のみ] 受験承認書，

研究業績調書等）を行い判定します。 

   配点は１００点，６０点未満の者は欠格とします。 

 

 

９．入学者選抜試験の日時及び場所 

 

令和８年１月２２日（木） 

13:00～ 面接試験内容 場所 

面接 

面接試験は約３０分間行います。 

・受験生によるプレゼンテーション（２０分間） 

 

 プレゼンテーションの方法は，紙媒体又は電

子媒体で行ってください。 

電子媒体で行う場合は，パワーポイント

（Windows 限定）のファイルが入ったＵＳＢ

メモリーか，直接パソコンを持参してくださ

い。 

プレゼンテーションの内容は，今までの研究

の内容及び成果について発表してください。 

 

・教員による試問（約１０分間） 

 プレゼンテーションの内容及び研究(希望)

計画書，修士論文要旨等の志望する研究領域

に関連した事項について試問します。 

岐阜薬科大学本部８Ｆ 

注）試験当日は，受験票（インターネット出願サイトから A4 用紙に片面カラー印刷）を携帯してくだ

さい。 

Web 会議システムを利用した受験は，令和８年１月１９日（月）～１月２２日（木）中に実施します。 

 

 

１０．合格者発表 

 

   令和８年２月３日（火） １０時 

 

    岐阜大学ホームページ（https://www.gifu-u.ac.jp/）に合格者の受験番号を掲示します。また，合格

後に「インターネット出願サイト」から合格通知書を出力することが可能です。 

注）岐阜大学ホームページへの掲載は，合格者発表日から１週間です。これは，情報提供サービスの一環と

して行うものですので，必ず合格通知書により確認してください。 
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１１．入学手続等 

 

   合格者は，次により入学手続をしてください。 

①「インターネット出願サイト」で行います。詳細は，後日お知らせします。 

   ② 入学料及び授業料 

     ア）入 学 料       ２８２，０００円（予定額） 

     イ）授 業 料（前学期分） ２６７，９００円（年額５３５，８００円）（予定額） 

    注）・在学中に授業料の改定をした場合には，改定時から新授業料を適用します。 

      ・国費外国人留学生は，入学料及び授業料が不要です。 

 

 

１２．「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」管理の明確化について 

 

  ２０２１年１１月「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」における管理対象の

明確化に伴い，大学・研究機関における学生への機微技術の提供の一部が外為法の管理対象となりました。 

これに伴い，学生が本学に出願の際，「類型該当判断のフローチャート」に基づく「特定類型該当性の

自己申告書」の提出が必要となります。また，一部の学生においては採用，合格時に「誓約書」の提出が

必要となります。 

 

 

１３．連絡事項 

 

（１）個人情報の取扱いについて 

提出された志願票等に記載された氏名，生年月日，住所，電話番号等の個人情報は，入試情報処

理システムに登録されますが，本学は，志願票及び登録された個人情報を，責任をもって管理・

保管します。入学試験業務終了後は，この個人情報を次のいずれかに該当する場合を除いて利用

することはなく，また，第三者に開示することもありません。なお，第三者とは，本学入試業務

担当者のうち，個人情報に接する必要がある者以外の者です。 

 ①合格者について，入学手続きに必要なデータを使用する場合 

 ②入学者について，学生証の作成，カリキュラム登録，成績管理等，本人が大学生活をする上   

で必要な事務にデータを使用する場合 

 ③入学者選抜に係る統計・調査・分析のために使用する場合（ただし，この統計・調査・分析

に従事する者は特定の者とし，公表する場合，個人識別ができない状態で行います。） 

 ④本人の同意が得られた場合 

 ⑤法令等により開示が求められた場合 

 

（２）検定料返還に関しての留意事項 

①次の場合を除き，一旦領収した検定料は原則として返還しません。 

  a 出願書類が受理されなかった場合 

   b 検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

  c 検定料を振り込んだが，出願書類を提出しなかった場合 

②返還請求の方法 

  次の a～f を明記した検定料返還請求書を作成し，「岐阜大学検定料振込金（兼手数料）受  

領書」を添付して，岐阜大学大学院連合創薬係（〒501-1194 岐阜市柳戸 1番 1）まで郵送して

ください。（封筒には「検定料返還請求書 在中」と朱書きしてください。） 

 なお，返還請求は令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月９日（金）までにお願いし

ます。 

  a 返還請求の理由 

 b 志願者氏名（フリガナ），押印 

 c 現住所 
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 d 連絡先電話番号 

 e 志望専攻名等 

 f 検定料を受け取る銀行名，支店名，預貯金種別，口座番号，口座名義（フリガナ） 

 

（３）入試結果の情報開示について 

面接に関する得点は開示していません。 
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Ⅱ 岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科の概要 

 

１．教育研究上の目的 

 

本研究科は，創薬と医療情報をテーマとし先進的な生命科学を学術基盤とした学際領域の教育研究を行

い，高度な専門性と先見性，柔軟な発想を有し，次世紀の医療，医学，生命科学を担う最先端の領域で活

躍できる高度専門職業人の育成を目的とします。 

 

 ２．専攻及び研究領域 

 

（１）創薬科学専攻 

  １）専攻の内容 

近年，急速に新興している新型感染症や生活習慣病への対応や予防医学などの国家的課題に対応す

るためには，ゲノム科学や構造生物学の進展に伴い蓄積された遺伝子及びタンパク質の構造と機能に

関する膨大な情報を基盤とした体系的な創薬領域に関わる教育研究が必要です。このため，従来の化

学的手法に加えて，ヒトゲノム情報や構造生物学などを活用し，生物学的・遺伝学的手法による創薬

の基盤的な教育研究及び分子・細胞レベルから個体レベルまでの機能解析による現代疾病の診断法な

どの開発に関する教育研究を行います。 

これにより，製薬・バイオ関連企業で創薬研究に携わる技術者並びに大学や研究機関で創薬研究に

携わる創薬研究者を養成します。 

 

  ２）研究領域と内容 

① 生命分子科学研究領域 

急速に新興している疾病や生活習慣病などに対する創薬を考えた場合，ヒトゲノム情報などを活用

した新たな創薬研究の構築が緊急の課題です。 

そのためにはゲノム科学や構造生物学などの先端的生命科学の情報や手法を創薬科学の教育研究

に導入することが必要です。そこで，本領域では，生体高分子と低分子有機化合物の相互作用に起因

する諸現象を，化学的・生物学的手法及び化学的な遺伝学的手法により解明するとともに，新機能分

子の創製研究など創薬の基盤となる教育研究を行います。 

 

② システム生命工学研究領域 

急速に新興している疾病に対応するため，創薬研究の迅速化や早期診断法の開発が重要課題です。 

そのためには動物実験への依存を減らし酵素反応や細胞に用いる in vitro 実験などによるハイス

ループット化した生物機能評価システム，遺伝子診断法，疾病バイオマーカーの開発などが必要です。

そこで，本領域では，生体をネットワーク・システムとみなして，分子・細胞レベルから，個体レベ

ルでの相互作用や制御機構を解明することにより，現代疾病の予防，治療，診断法などの開発に関す

る教育研究を行います。 

 

（２）医療情報学専攻 

  １）専攻の内容 

医薬品に関係する事故や副作用の問題，さらに社会的ニーズが高く研究途上である個別化医療といっ

た課題に対応できる人材の養成は急務です。このため多岐に亘る研究領域に横断的に，かつ新規研究領

域の創設を必要とする個別化医療・予防医療に必要となる膨大かつ患者毎の詳細な臨床情報を解析する

手法・技術の教育研究及び医薬品の生体応答や病態制御の解析・評価に関する教育研究を行います。 

これにより，個別化医療，健康科学など最先端の医療技術の現実化に向けた研究手法等を習得した高

度医療専門スタッフ並びに食品，化粧品などの関連企業や大学，行政機関で薬品の検証に携わる技術者

及び研究者を養成します。 

 

  ２）研究領域と内容 

  ① 生命情報研究領域 

多岐に亘る研究領域を横断的に，かつ新研究領域の創設を必要とする個別化医療，予防医療の実現
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化に対し，生活習慣病や新興・再興感染症などの最新医療情報の蓄積・分析・評価を通して，個別化

医療の実現に向けた基盤技術・手法について教育研究を行います。また，遺伝子多型情報などに基づ

いた医薬品の薬効や副作用の解析による予防・治療介入手法について教育研究を行います。 

 

  ② 生体制御研究領域 

     免疫アレルギー疾患や感染症などの疾病の制御が期待される医薬品候補の個体レベルでの生体応

答や病態制御の仕組みを解明し，構造生物学的なアプローチから創薬，ファーマコ・ダイナミクスや

代謝経路（メタボリック・パスウェイ）の分析的なアプローチからの生体制御手法の開発などの基盤

的な教育研究を行います。 

 

３．学位の名称 

  専攻と授与する学位の関係は次のとおりです。 

専 攻 名 授 与 す る 学 位 

創 薬 科 学 博士（工 学） 博士（薬科学） 

医 療 情 報 学 博士（薬科学） 博士（医科学） 

 

４．修了要件，履修方法，長期履修制度 

 

 （１）修了要件 

本研究科の修了要件は，授業科目を１３単位以上修得し，本研究科が行う博士論文の審査及び最終試験

に合格することです。 

・講義，演習:（基礎科目）必修科目を４単位，選択科目から２単位以上を修得します。 

（専門科目）専攻別の主たる専門科目から２単位，特別研究の２単位，選択する専門

科目から２単位以上を修得します。 

ただし，境界領域の教育の重要性を考慮し，専門科目は他の専攻の主た

る授業科目も履修するよう指導します。 

・学外実習: 実習の目標は，医療創薬に関連する企業・研究所等で最先端の研究及び研究（技術）者

などに直に接することで，最先端の研究手法や技術力の把握にあります。 

（基礎必修科目：学外実習・１単位） 

 

（２）履修方法 

①履修登録にあたっては，予め，指導教員と相談しなければなりません。 

 

②基礎科目の単位は原則として２年次末までに修得するものとします。特別研究においては，初年次か

ら指導教員の指導のもと博士論文の主題を設定し，研究活動（研究・実験計画の作成，資料収集，実験

結果についての議論）を行うものとします。 

 

③本研究科は，社会人学生が多く在籍するため，土日に授業を開講する科目があります。 
 

④本研究科の学生は，必要に応じて，所定の手続きを経て他の大学院の授業科目を履修し，若しくは他

の大学院又は高度の水準を有する病院等において研究指導を受けることができます。 

 

⑤本研究科では，学生の英語力向上の対策として，正規の授業科目とは別に単位外で，受講料は研究科

が負担して，英語実践力ＵＰ講座・英語演習を実施しています。又，その成果を学生自身で確認し，さ

らに英語力を向上させていくため，受験料は研究科が援助して，TOEIC を受験することを勧めています。 

 

（３）長期履修制度 
①学生が職業を有している等の事情により，修業年限（３年）を超えて履修し修了することを希望した
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場合に，学長の許可を得て，最大で修業年限の倍の期間（６年）を限度として履修できる制度です。 
 
②長期履修学生として認められた場合の授業料は，標準の修業年限（３年）に支払うべき授業料総額を，

認められた修業年限で除した額を，それぞれの年に支払うことになります｡ 
  
 

５．授業科目及び単位表 

  本研究科のＨＰをご覧ください。https://www.souyaku.gifu-u.ac.jp/about/006kamoku/ 
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６．研究指導教員及び研究内容 
 

 

名 前 職名 所 属 研 究 内 容 

池田 将 教授 創薬科学専攻 超分子バイオ材料 

上田 浩 教授 
研究科長 

創薬科学専攻 
細胞生物学，分子薬理学 

江坂 幸宏 教授 創薬科学専攻 精密分離分析化学 

大橋 憲太郎 教授 創薬科学専攻 神経科学，細胞生物学 

纐纈 守 教授 創薬科学専攻 有機化学，創薬化学，天然物化学 

竹森 洋 教授 創薬科学専攻 病態制御学 

横川 隆志 教授 創薬科学専攻 タンパク質工学 

遠藤 智史 准教授 創薬科学専攻 生化学，酵素学，構造生物学 

喜多村 徳昭 准教授 創薬科学専攻 創薬化学 

古山 浩子 准教授 創薬科学専攻 有機化学 

本田 諒 准教授 創薬科学専攻 構造生物学，蛋白質科学，がん分子標的薬 

加藤 善一郎 教授 医療情報学専攻 構造医学 

田中 香お里 教授 医療情報学専攻 嫌気性菌学，臨床細菌学 

田中 宏幸 教授 医療情報学専攻 薬理学，免疫学，アレルギー学 

寺田 知新 教授 医療情報学専攻 生理学，アレルギー学 

檜井 栄一 教授 医療情報学専攻 薬理学，創薬科学 

福岡 大輔 教授 医療情報学専攻 医用画像処理等 

山本 眞由美 教授 医療情報学専攻 内分泌・代謝，健康科学 

一宮 尚志 准教授 医療情報学専攻 医療情報学，ネットワーク理論，ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 

齊郷 智恵美 准教授 医療情報学専攻 人体病理学 

高島 茂雄 准教授 医療情報学専攻 発生遺伝学 

堀田 亮 准教授 医療情報学専攻 健康科学，心理学 
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名 前 職 名 所   属 

加藤 隆司 客員教授 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

木村 泰之 客員教授 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

舩戸 道徳 客員教授 独立行政法人国立病院機構 長良医療センター 
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【試験場への案内図】 
 

 

＜バス乗り場案内＞  

詳細は，岐阜大学ホームページのトップページ右上 「交通アクセス」をクリックして御覧ください。  

交通アクセス https://www.gifu-u.ac.jp/access/  

 

･医学部 

連合創薬医療情報研究科 

（岐阜薬科大学本部８F） 
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 【岐阜大学配置図】 

 

 

＜建物配置図＞ 

詳細は，岐阜大学ホームページのトップページ右上 「学内案内図」をクリックして御覧ください。  

学内案内図 https://www.gifu-u.ac.jp/campus_map/ 
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